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SDS 電子化補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 SDS 電子化補助金（以下「補助金」という。）の交付については、予算の

範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「適

正化法施行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成 12 年      

令第６号）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第57条の２第

１項に規定する通知対象物に関するSDSによる危険性・有害性情報の通知につ

いて、標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシス

テムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有

害性情報等の出入力等の機能の追加を実施する中小企業事業者等に対し、当

該システムの導入及び機能追加等に要する費用の一部に対する補助金（以下

「間接補助金」という。）を交付することにより、SDSによる危険性・有害性

情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資

することを目的とする。 

 

（交付の対象等） 

第３条 厚生労働大臣（以下「大臣」という。）は、公益法人等（法人税法（昭

和 40 年法律第 34 号）第２条第６号に定める法人）その他の非営利法人（補助

金に対して法人税が課されることになる法人を除く。）が、「SDS 電子化補助

金事業実施要領」に基づき、間接補助金を受ける中小企業事業者等（以下「間

接補助事業者」という。）に対して行う補助金を財源とする間接補助金を交付

する事業（以下「補助事業」という。）を実施するために必要な経費のうち、

補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）

について、予算の範囲内で補助金を交付する。なお、補助金に千円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助対象経費の区分等は別表のとおりとする。  
 

（交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

厚生省  
労働省  
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金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添付して大臣に提出しなければなら

ない。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る

消費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。

ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りではない。 

 

（変更申請）  

第５条  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

補 助 金 の 交 付 決 定 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 申 請 の 内 容 を 変 更 し て 補 助 金

の額の変更申請を行う場合には、速やかに補助金変更交付申請書（様式

第２号）を大臣に提出しなければならない。  

２  前条第２項の規定は、前項の変更申請を行う場合において準用する。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 大臣は、第４条第１項の規定により補助金の交付の申請を受けたとき又

は前条第１項の規定による変更交付の申請を受けたときは、その内容を審査

し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めた

ときは、交付決定又は変更交付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第３

号）又は補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により当該申請者に通知す

るものとする。 

２ 大臣は、前項による交付の決定を行うに当たっては、第４条第２項により補

助金に係る消費税仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものに

ついては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減

額するものとする。 

３ 大臣は、第４条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについて

は、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減

額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付の条件）  

第７条  補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

一  補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施する

場合は、実施に関する契約を締結し、大臣に届け出なければならない。 



 

3 
 

二  補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、

一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一

般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付

し、又は随意契約によることができる。  

 

（補助金の概算払い） 

第８条 大臣は、補助事業者から補助金の概算払請求書（様式第５号）により、

概算払いの請求があった場合、審査のうえ国の支払計画承認額の範囲内で概算

払いをすることができる。 

 

（変更の承認等） 

第９条 補助事業者は、次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ計画

変更承認申請書（様式第６号）を大臣に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。なお、補助金の額に変更を伴う場合は、第５条に定める手

続によるものとする。  

一  別表に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

ただし、各配分額のいずれか低い額の 15 パーセント以内の変更を除

く。  

二  補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更であ

る場合を除く。  

２  補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割等により

補助事業者の名称又は所在地の変更が生じたときは、遅滞なく大臣に報

告しなければならない。  

３  第４条第２項の規定は、第１項の補助金変更交付申請の規定について準用す

る。 

４ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止（廃

止）承認申請書（様式第７号）を大臣に申請して、その承認を受けなければな

らない。 

５ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその補助事業

の遂行が困難となった場合においては、速やかに大臣に対し、書面をもって報

告し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、各四半期（第４

四半期を除く。）終了後１箇月以内に、実施状況報告書（様式第８号）を大臣



 

4 
 

に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ）  

第 11 条  申請者は、補助金の交付の決定の通知を受けた場合において、

交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、申請を

取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から 15 日以内に大臣

に書面をもって取下げを申し出なければならない。  

 

（補助事業の遂行の命令等）  

第 12 条  大臣は、第 10 条の規定による報告書に基づき、補助事業が法

令、本要綱、実施要領、交付の決定の内容又はこれに付した条件に従っ

て遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、これらに

従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。  

２  大臣は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき

は、補助事業者若しくは間接補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職

員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることができる。  

 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業の実績について、次の各号に定める期日まで

に、実績報告書（様式第９号）を大臣に提出しなければならない。 

一 当該補助金の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合には、翌年度

の４月 10 日 

二 補助事業が完了し、又は第９条第４項の規定による承認を受けた場合に

は、その日から起算して１箇月以内又はその翌年度の４月 10 日までのいず

れか早い日 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入

控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなけ

ればならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第 14 条 大臣は、前条の規定による報告を受けた場合には、当該報告に係る書類

の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結

果が補助金の交付の決定の内容（第９条に基づく承認をした場合にはその承認

された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補
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助金の額を確定し、様式第 10 号による通知書により補助事業者に通知する。 

２ 大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返

還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限

内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、未納に係る期間に応じて

年利 10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

４（１）大臣は、前条の規定により提出された報告書により、補助事業者に、当

該報告に係る補助事業の企業化等の結果、収益が生じたと認めたときは、補助

事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を返還させる。 

（２）（１）の規定により返還を命ずることができる金額の合計は、補助事業

者に交付した補助金の額を上限とする。 

 

（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 15 条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消

費税仕入控除税額が確定した場合には、様式第 11 号により速やかに大臣に報

告しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は

一部の返還を命ずる。 

３ 前条第３項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 16 条 大臣は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各

号の一に該当する場合には、第６条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は変更することができる。 

一 補助事業者が、適正化法、本要綱又は適正化法若しくは本要綱に基づく大

臣の処分若しくは指示に違反した場合 

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした

場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対

する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日か

ら納付の日までの日数に応じて年利 10.95%の割合で計算した加算金の納付を
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合わせて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第 14 条

第３項の規定を準用する。 

 

（間接補助金の交付規程の承認）  

第 17 条  補助事業者は、補助事業の開始前に、補助事業を本要綱の規定

に 従 い 行 う た め に 、 間 接 補 助 金 の 交 付 の 手 続 等 に つ い て 交 付 規 程 を 定

め、大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするとき

も同様とする。  

 

（間接補助金の交付）  

第 18 条  補助事業者は、間接補助金の交付を行うため、第８条に規定す

る概算払により補助金の交付を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を

間接補助事業者に交付しなければならない。  

 

（補助金の経理） 

第 19 条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え他の経理と区分して

各補助事業の収入額及び支出額を記入し、補助金の使途を明らかにしておかな

ければならない。 

２ 補助事業者は、前項の支出簿について、その支出内容を証する書類を整備し

て、前項の収入簿とともに補助金の額が確定した日の属する年度の終了後５年

間保存しなければならない。 

 

（財産の管理） 

第 20 条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用

を図らなければならない。 

 

（補助事業者における財産の処分の制限） 

第 21 条 取得財産等のうち、適正化法施行令第 13 条第４号の規定により、大臣

が定める機械及び重要な器具は１件当たりの取得価格又は増加価格が 50 万円

以上のものとする。 

２ 適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規定により、大臣が定める期間は、補

助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵
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省令第１５号）に基づくものとする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において処分を制限され

た取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、処分し、貸し付

け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、あらかじめ、様式第

12 号による承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 大臣は、補助事業者が取得財産等を処分したこと等により、相当の収益が生

ずると認められる場合には、その収益の全部又は一部を国に納付させることが

できる。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年３月 26 日から施行し、同日から適用する。 

２ この要綱の中に定める各様式の提出部数は正１部、副２部とする。 

 

制 定 

１ この要綱は、令和８年３月 26 日に制定する。  
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別表 

 

SDS 電子化補助金 

 

事業区分 区分 補助対象経費 備考  

SDS電子化補助

金 

間接補助金 

 

 

 

 

 

事務費（補助

金審査等業務

、広報業務及

び管理業務に

要する費用に

限る。）  

間接補助金 (間接補助

金の支払いのために金

融機関に支払う手数料

を含む。 ) 

 

 

報酬、人件費、社会保

険料、労働保険料、賃

金、諸謝金、旅費、消

耗品費、印刷製本費、

通信運搬費、光熱水料

、使用料、賃料、会議

費、役務費、委託料及

び租税公課並びにその

他必要な経費で大臣が

承認した経費  

 

定額 

 

 

 

 

 

定額 
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様式第１号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

 厚生労働大臣 殿 

 

申請団体の所在地 

申請団体の名称 

申請団体の代表者の氏名  

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金交付申請書 

 

SDS 電子化補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり補助金の交付方

申請します｡ 

 

記 

 

１ 補助事業の目的 

２ 補助事業の内容（別添補助事業実施概要のとおり） 

３ 補助事業に要する総経費             円 

４ 補助対象経費                  円 

５ 補助金交付申請額                円 

６ 補助事業に要する総経費の配分 (別紙) 

 

添付書類 

（１）補助金の交付を受けようとする補助事業実施概要 

（２）補助金の交付を受けようとする事業年度の補助事業収支予算書(別紙２) 
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様式第１号（別紙） 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金交付申請額内訳書 

 

科目 

 

補助事業に要

する総経費  
補助対象経費 

 

補助金の額 

 

備考 

 

１  間接補助金  

 

 

 

２  事務費  

(1)補助金審査等業

務  

 

 

(2)広報業務  

 

 

(3)管理業務  

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金所要額①             円 但し、消費税仕入控除税額 

消費税仕入控除税額②          円 が明らかでない場合には記 

補助金額（①－②）               円   入する必要はない。  
※非対象科目は記載不要
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様式第２号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金変更交付申請書 

 

令和  年  月  日付け    第          号で交付決定の通知を受け

た SDS 電子化補助金に係る事業の実施について､補助事業及び補助金の変更交付

を別紙のとおり受けたいので､SDS 電子化補助金交付要綱第５条第１項の規定に

より、関係書類を添えて下記のとおり申請します｡ 

 

記 

 

１ 変更の内容及びその理由 

２ 変更する経費及びその算出の基礎 

３ 変更後の経費の配分 別紙のとおり 

４ 交付を受けようとする補助金の額 

   既申請額    円 

   変更申請額   円 

   差額     円 
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様式第３号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金 

交付決定通知書  

 

 

                   所在地 

                   名称 

代表者 

 

 

令和   年   月   日付け  第  号（以下「申請書」という｡）を

もって申請のあった令和  年度 SDS 電子化補助金については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第６条第１項の規

定により、下記のとおり交付することを決定したので通知する。 

 

 

令和   年 月 日 

 

       厚生労働大臣



 

13 
 

記 

 

１ この補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という｡）は、補助事業者が

行う SDS 電子化補助金（間接補助金）とし、その内容は申請書記載のとおりと

する。 

 

２ 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

    補助事業に要する経費           千円 

    補助対象経費               千円 

    補助金の額                千円 

 (内訳)別紙のとおり 

 

３ 補助事業に要する経費の配分、この配分された経費の額に対応する補助金額

に対応する補助対象経費の額及び補助金の額の区分は、申請書の経費の配分欄

記載のとおりである。 

 

４ 補助金の確定額は、補助対象経費の区分ごとの実績額と配分経費に対応する

補助金の額(変更されたときは変更後の額)とのいずれか低い額の合計額とす

る。 

 

５ 補助事業者は、この補助事業を遂行するに当たり、補助金に係る法令及び交

付要綱に従わなければならないほか、交付要綱別表のそれぞれの事業区分毎の

補助金については、他の経費に流用し、又は他の経費より流用してはならない｡ 

 

６ 補助金に係る消費税相当額については、交付要綱の定めるところにより、消

費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税仕入控除税額を減額

することとなる。 

 

７ その他 

※ SDS 電子化補助金は、政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 22 条の

３第１項による寄附制限の例外（試験研究、調査又は災害復旧に係るものそ

の他性質上利益を伴わないもの）に該当するものと判断している。 
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様式第３号（別紙） 

 

補助対象経費及び補助金の額 

 

科目 

 

補助事業に要

する総経費  
補助対象経費 

 

補助金の額 

 

備考 

 

１  間接補助金  

 

２  事務費  

(1)補助金審査等業

務  

 

 

(2)広報業務  

 

 

(3)管理業務  

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金所要額①           円 但し、消費税仕入控除税額 

消費税仕入控除税額②        円 が明らかでない場合には記 

補助金額（①－②）             円   入する必要はない。  
※非対象科目は記載不要
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様式第４号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金 

変更交付決定通知書 

 

 

                   所在地 

                   名称 

代表者 

 

 

令和  年   月   日付け  第  号（以下「申請書」という｡）をも

って申請のあった令和  年度 SDS 電子化補助金については、SDS 電子化補助金

交付要綱（以下「交付要綱」という。）第６条第１項の規定により、令和  年  

月  日付け    第          号で交付決定した内容を下記のとおり変更す

ることを決定したので通知する。 

 

 

令和  年 月 日 

 

       厚生労働大臣 
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記 

 

１ 補助金の交付の対象となる事業及びその内容は、令和  年  月  日付

け第         号変更交付申請書のとおりである。 

 

２  変更後の補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりである。 

変更前補助事業に要する経費 金   円  変更前補助金の額 金   円 

変更後補助事業に要する経費 金   円  変更後補助金の額 金   円 

増 減 額 金   円  増 減 額 金   円 

 

３ 補助対象経費の区分ごとの配分及びこれに対応する変更後の補助金の額は、

令和  年  月  日付け    第         号変更交付申請書記載のと

おりである。 

 

４ 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年

法律第 179 号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和 30 年政令第 255 号）及び交付要綱に従わなければならない。 

 

５ この交付決定に対し不服があるとき、申請の取下げをすることのできる期限

は令和  年  月  日とする。 

 

６ 補助事業における仕入れに係る消費税等については、交付要綱第５条第２項

において準用する第４条第２項ただし書の定めるところにより算定されてい

る場合は、補助金の額の確定又は消費税等の申告後において精算減額又は返還

を行うこととする。 

 

７ 令和  年度 SDS 電子化補助金は、政治資金規正法第 22 条の３第１項によ

る寄附制限の例外（試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益

を伴わないもの）に該当するものと判断する。 
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様式第５号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

官署支出官 厚生労働省労働基準局長 殿 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名    

 

 

補助金概算払請求書 

 

 

金     円 

 

ただし､令和  年度 SDS 電子化補助金（第 四半期分、  月分補助金）とし

て上記金額を請求いたします。 
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様式第６号 

番     号 

令和 年  月  日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金計画変更承認申請書  

 

 令和  年  月  日付け    第          号で交付決定の通知を受け

た SDS 電子化補助金の計画を下記のとおり変更したいので、SDS 電子化補助金交

付要綱第９条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容                 
                               

２ 変更を必要とする理由       
                               
３   変更が補助事業に及ぼす影響 

 

 

 

 

 

注１ 事業の内容を変更する場合にあっては、様式第１号の別添補助事業実施概

要に変更後の内容を記載して添付すること。  
 ２ 経費の配分を変更する場合にあっては、様式第１号の別紙に変更前の金額

を上段に（ ）書きし、変更後の金額を下段に記載して添付すること。 
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様式第７号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金 

中止(廃止)承認申請書 

 

令和  年  月  日付け番 号をもって交付決定された補助事業を下記

により中止（廃止）したいので御承認下さい。 

 

記 

 
１ 中止(廃止)期日 

２ 中止(廃止)するに至った理由 

３ 添付書類名
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様式第８号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

令和  年度第 四半期 SDS 電子化補助金実施状況報告書 

 

  SDS 電子化補助金交付要綱第 10 条により､令和  年度第 四半期までの事業

の実施状況を別紙のとおり報告します｡
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様式第９号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金実績報告書 

 

SDS 電子化補助金交付要綱第 13 条第１項の規定に基づき、令和 年度の事業の

実績を別添のとおり報告します｡ 

 

別添 

１ 事業概況報告書 

２ 補助金精算報告書 

３ 収支状況報告書 

  （※補助金以外の収入を伴う事業の場合） 
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様式第 10 号 

番     号 

令和 年 月 日 

 

 

令和  年度 SDS 電子化補助金 

確定通知及び返還命令書 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

 令和  年  月  日付け    をもって報告のあった SDS 電子化補助

金実績報告書について、SDS 電子化補助金交付要綱第 14 条第１項及び当該補助

金交付条件等に基づき審査した結果、下記のとおり交付額を確定したので通知

する。 

 なお、確定額を超えて既に交付されている補助金については、同要綱第 14 条

第２項から第４項までの規定により、令和  年  月  日までに返還を命

ずる。 

 

 

  令和  年  月  日 

厚生労働大臣      

 

 

記 

 
１ 既交付額         円  
２ 確 定 額         円  

３ 返 還 額         円  
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様式第 11 号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

令和  年度 SDS 電子化補助金 

消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

SDS 電子化補助金交付要綱第 15 条第１項の規定に基づき､下記のとおり報告し

ます。 

 

１ 補助金額(交付要綱第 14 条による額の確定額)       円 

２ 補助金の確定時における消費税仕入控除税額                円 

３ 消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税仕入控除税額      円 

４ 補助金返還相当額(３－２)                円 

 

注)別紙として積算の内訳を添付すること。 
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様式第12号 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

補助事業者の所在地 

補助事業者名 

補助事業者の代表者の氏名  

 

 

令和  年度SDS電子化補助金に係る財産処分承認申請書 

 

令和  年度において、SDS電子化補助金により取得した設備の財産処分を行

いたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の区分 

２ 処分の内容 

３ 処分の理由 

４ 取得財産の概要 

(1) 設備の名称 

(2) 設備の設置者（事業主体）の名称 

(3) 施設の所在地 

(4) 事業費 

（ア） 国庫補助金         円 

（イ） 補助事業者負担金     円 

（ウ） その他      円 
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５ 処分の概要 

(1) 処分しようとする相手方 

(2) 処分しようとする財産の範囲 

（処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認で

きる図面等を添付すること。） 

(3) 処分の期間 

(4) 処分の条件 

（無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、

貸与に伴う経費（維持管理費を含む。）見込額又は厚生労働省所管一般会

計補助金等に係る財産処分承認基準（平成20年会発第0417001号）に定める

額を記入する。） 


